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１．はじめに 

 米国特許クレームにおいて用いられる”wherein” ”therein” ”whereby” ”thereby” ”so that” ”configured 

for” ”adapted to/for”等の文言（TRANSITIONAL PHRASES）は、クレームの範囲を制限するように解釈される可能

性があります。 

 

MPEP 2111.04には、示唆する又は選択が自由であるが実際に行われる工程を必要としない又はクレームを特定の構成

に限定しない文言は、クレームの範囲またはクレーム限定の範囲を制限しない旨が規定されています。 

 

一般的な事項として、クレームで用いられる文言の文法や一義性は、その文言がクレームの範囲を制限するか否か

に影響を与えます。クレームの意味を確認にするために、クレーム、明細書、及び出願履歴が参照されます。 

 
 

【全４頁】 
 

 

米国クレームにおいて制限的な効果に関し疑問を提起する表現 


